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平成２８年労第２４８号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付及び休業

補償給付を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月○日、Ａ会社に雇用され、Ｂ所在の同社Ｃ製作所（以

下「事業場」という。）において自動車の組立製造作業に従事していた。 

請求人によると、平成○年○月○日、作業速度が遅いという理由で先輩同僚か

ら頭部を２発殴打されたという（以下「本件暴行」という。）。請求人は、本件暴

行により負傷したとして、同月○日、Ｄ病院を受診したところ、「外傷性頚部症候

群、頭部打撲、頚部痛」と診断され、同年○月○日に、同病院の耳鼻咽喉科にお

いて「左伝音難聴、外傷性耳小骨離断の疑い」、同月○日には脳外科において「め

まい感」、さらに、同年○月○日には神経内科で「顔面けいれん、顔面神経障害、

顔面神経麻痺の疑い」とそれぞれ診断された。その後、請求人は、Ｅ病院を受診

し、同年○月○日耳鼻咽喉科で「左感音難聴、ビタミンＢ12 欠乏症、末梢神経障

害、滲出性中耳炎の疑い、耳硬化症の疑い」と診断され、同月○日には、同病院

の整形外科で「外傷性頚部症候群」、神経内科で「末梢性顔面神経麻痺」と、それ

ぞれ診断された（上記両院で診断された傷病をまとめて、以下「本件傷病」とい

う。）。 

請求人は、本件傷病を発症したのは本件暴行が原因であり、業務上の事由によ

るものであるとして、監督署長に療養補償給付及び休業補償給付を請求したとこ
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ろ、監督署長は、被災者に発症した本件傷病は業務上の事由によるものとは認め

られないとして、これらを支給しない旨の処分をした。 

請求人は、これらの処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審

査官」という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを

棄却したので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだ

ものである。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人の本件傷病が業務上の事由によるものであると認められる

か否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）本件暴行と本件傷病の関係について、請求人は、本件暴行による請求人への

衝撃は激しく、当該衝撃を軽度であるという先入観が医師の診断を誤らせてい

るとして、両者の間には因果関係が存在すると主張するので、以下検討する。 

（２）請求人は、本件暴行の強度について、「請求人がよろめくほどではなく、ヘ

ルメットもずれることはなかった」とするＦの申述は否定はしないものの、そ

れは請求人が力を受け流すように動いたからであり、Ｆの腕力を考慮すると、

暴行による衝撃の程度は軽度とはいえない旨を主張する。 

しかしながら、本件暴行は、Ｆがヘルメットの上から素手で叩いたに過ぎな

いものであり、請求人はその後、業務に復帰し、翌日も勤務しており、さらに

その際には「特段の痛みはなかった」と述べていることから、当審査会として

も本件暴行による請求人への衝撃は軽度なものであったと判断する。 
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（３）念のため、各医師の所見をみると次のとおりである。 

ア 左伝音難聴、左感音難聴、外傷性耳小骨離断の疑いなどと診断された傷病

については、Ｇ医師は、「本件暴行との因果関係は不明」と述べ、Ｈ医師は、

左耳の聴力は感音難聴で徐々に進行し、外リンパ瘻を疑うが本件暴行との関

連性は特定できない。ティンパノグラムはＡｄであるが、聴力検査との相関

性がないようにうかがわれる。耳小骨離断は、通常聴力低下は進行せず、否

定的である。」と述べ、Ｉ医師は、「ＣＴ所見上耳部の明らかな異常はみら

れない。災害状況から、本件暴行による身体的に明らかな障害はみられない

と思われる。」と述べている。 

イ 顔面けいれん、顔面神経障害、顔面神経麻痺の疑いなどと診断された傷病

について、Ｊ医師及びＧ医師は、本件暴行との因果関係は不明と述べている。 

ウ 頸部打撲・外傷性頸部症候群などと診断された傷病について、Ｋ医師は、

本件暴行との因果関係は不明と述べ、Ｉ医師は、「本件の災害状況から考え

て、本件暴行による身体的に明らかな障害はみられないと思われる。」と述

べ、Ｌ医師は、頸椎由来の異常は画像所見より考えにくいと述べている。 

エ 頭部打撲と診断された傷病について、Ｍ医師は、「頭痛、後頭部痛、外観

上明らかな外傷（－）、神経学的所見なし」と述べ、Ｉ医師は、「ＣＴ所見

上頭部の明らかな異常はみられない。災害状況から、本件暴行による身体的

に明らかな障害はみられないと思われる。」と述べている。 

オ なお、Ｎ医師は「左聴力低下や左耳鳴の発症と本件暴行との関連性を否定

できない」と述べ、Ｍ医師も「頭部を叩かれ頚椎が振られることで捻挫した

ものと思われる」と述べているが、いずれも「否定できない」、「思われる」

との表現に留まるものであり、本件暴行と本件傷病との間の相当因果関係を

認めたものとは判断できない。 

カ その他の症状についても、当審査会において、一件記録を精査したが、本

件暴行との因果関係を明確に認める医学的所見は認められない。 

（４）以上のとおり、本件暴行の発生状況や請求人の症状及びその後の経過に照ら

すと、当審査会としても本件暴行と本件傷病との間に相当因果関係はないもの

と判断する。 

３ 以上のとおりであるので、監督署長が請求人に対してした療養補償給付及び休
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業補償給付を支給しない旨の処分は妥当であって、これらを取り消すべき理由は

ない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 


